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◎
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
） 
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第
百
条 

〔
略
〕 

②
～
⑬ 

〔
略
〕 

⑭ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
会
の
議

員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、

そ
の
議
会
に
お
け
る
会
派
又
は
議
員
に
対
し
、
政
務
活
動
費
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
務
活
動
費
の
交
付
の
対
象
、
額
及

び
交
付
の
方
法
並
び
に
当
該
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の

範
囲
は
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑮ 

前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
を
議
長

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑯ 

議
長
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
提
出
さ
れ
た
前
項
の
報
告
書
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

⑰ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
議
長
は
、
第
十
四
項
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て

は
、
そ
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

⑱ 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
第
十
四
項
の
政
務
活
動
費
を
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
支
出
の
適
正
を
確
保
す
る
た

第
百
条 

〔
略
〕 

②
～
⑬ 

〔
略
〕 

⑭ 

〔
同
上
〕 

     

⑮ 

〔
同
上
〕 

  

〔
新
設
〕 

  
⑯ 
議
長
は
、
第
十
四
項
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
途
の
透
明
性
の

確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

〔
新
設
〕 
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め
、
提
出
さ
れ
た
第
十
五
項
の
報
告
書
に
関
し
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
が

協
議
を
行
う
た
め
の
場
が
設
け
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

⑲
～
㉒ 
〔
略
〕 

 

（
特
例
一
部
事
務
組
合
） 

第
二
百
八
十
七
条
の
二 
〔
略
〕 

２
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

前
編
第
六
章
第
一
節
（
第
九
十
二
条
の
二
に
限
る
。
）
、
第
二
節
（
第
百
条

第
十
四
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
七
節
の
規
定
は
、
特
例

一
部
事
務
組
合
の
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十

二
条
の
二
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
中
「
普
通
地
方

公
共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
中
「
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
議
会
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
九

十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
百
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら

第
十
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構

成
団
体
の
議
会
」
と
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
規
約

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
」
と
、
第
百
二
十
四
条
中
「
議
員
」
と
あ
る

の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
」
と
、
「
請
願
書
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
構
成
団
体
の
議
会
に
請
願
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

８
・
９ 

〔
略
〕 

  

⑰
～
⑳ 

〔
略
〕 

 

（
特
例
一
部
事
務
組
合
） 

第
二
百
八
十
七
条
の
二 

〔
略
〕 

２
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

前
編
第
六
章
第
一
節
（
第
九
十
二
条
の
二
に
限
る
。
）
、
第
二
節
（
第
百
条

第
十
四
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
七
節
の
規
定
は
、
特
例
一

部
事
務
組
合
の
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
二

条
の
二
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
の
二
及
び
第
百
二
十
五
条
中
「
普
通
地
方
公

共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
中
「
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
議
会
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
九

十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
百
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら

第
十
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構

成
団
体
の
議
会
」
と
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
規
約

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
」
と
、
第
百
二
十
四
条
中
「
議
員
」
と
あ
る

の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
」
と
、
「
請
願
書
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
構
成
団
体
の
議
会
に
請
願
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

８
・
９ 
〔
略
〕 

 
 

 
 


